
協議事項(３) 単独継続困難の申し出路線への対応について 

１．協議事項 

 静岡県では、事業者単独での旅客自動車運送事業の継続が困難である場合は、静岡

県地域公共交通活性化協議会バス専門部会に申出を行うこととしています。申し出が

あった場合は関係市町に通知され、地域公共交通会議において対応方策等について検

討・調整を行い、その結果を県協議会へ報告することになっています。 

２．対象路線 

№ 路線名 運行事業者 系統 申出 方針 

１ 原線 富士急シティバス 地域間幹線 再 維持 

２ がんセンター線 富士急シティバス 〃 〃 〃 

３ 沼津大岡三島線 伊豆箱根バス 〃 〃 〃 

４ ⾧岡伊豆三津シーパラダイス線  伊豆箱根バス 〃 〃 〃 

５ 沼津静浦⾧岡線 伊豆箱根バス 〃 〃 〃 

６ 戸田線 東海バス 〃 〃 〃 

７ 柿田線 東海バス 〃 〃 〃 

８ 下香貫循環線 東海バス 地域内フィーダー 〃 〃 

９ 東海道線 富士急シティバス 国庫補助対象外 〃 継続協議 

10 富士通線 富士急シティバス 〃 〃 〃 

11 駿河台線 富士急シティバス 〃 〃 〃 

12 運動公園線 富士急シティバス 〃 〃 〃 

13 高尾台線 富士急シティバス 〃 〃 〃 

３．対象期間 

地域間幹線・フィーダー系統…令和８年 10 月１日～（令和９～11 年度運行分） 

国庫補助対象外系統……………令和８年４月～令和９年３月 

４．資料 

・単独継続困難の申出路線図

・単独継続困難の申し出路線への対応について

・【別冊データ】単独継続困難申し出路線（地域内フィーダー・国庫補助対象外）

※地域間幹線系統は資料１を参照 
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資料３
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単独継続困難の申し出路線への対応について 

１ 地域間幹線系統 

⑴ 路線の概要 

⑵ 市の見解・対応 
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２ フィーダー系統・国補助対象外路線 

⑴ 路線の概要
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⑵ 市の見解・対応 
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